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令和７年４月２４日 

保健福祉政策部 

生 活 福 祉 課  

 

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付について 

 

１ 主旨 

  「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０年法第１００号）」の改正にと

もない、令和７年４月１日より第十二回特別弔慰金を支給することとなった。 

請求受付は請求者の住所地の区市町村が行なうこととなるため、区では、前回請求者

を対象に請求書類を発送する等、円滑な請求受付手続を行なう。 

 

２ 制度の概要 

（１）支給国債の名称 

第十二回特別弔慰金国庫債券｢い号｣ 

（２）支給の目的 

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをい

たし、戦後２０年、３０年、４０年、５０年、６０年、７０年、８０年という機会を

とらえ、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表するために支給される。 

（３）支給対象者 

令和７年４月１日（基準日）において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者 

戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいな 

い場合に、三親等以内の先順位の遺族１名に支給する。 

（４）支給内容 

戦没者等１人につき２７万５千円で、５年償還、無利子の記名国債をもって支給す

る。 

（５）請求期間 

令和７年４月１日～令和１０年３月３１日 

（６）請求窓口 

請求者の住所地の区市町村 

 

３ 世田谷区の対応 

（１）対象者数の想定 

第十二回の特別弔慰金請求者数 約１，７００名 

（うち、遺族年金等の受給者死亡等に伴う新規請求者数 約３００～４００名） 

（２）請求受付 

 令和７年５月１日～保健福祉政策部生活福祉課で請求受付 

 （令和７年５月以降、第２庁舎５階に窓口を設置。郵送申請が難しい方には、窓口

で案内を行う。） 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和７年５月～ （区）前回受給者に請求書類を順次発送（５月下旬まで） 

その他、区ホームページに周知記事を掲載。 

都、国においても広報紙、ホームページ、パンフレット等により周知。 
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